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木城町農業者年金受給者協議会「グランドゴルフ大会」において、

農年受給協会員と農業委員・農地利用最適化推進委員との交流

〈令和 3年 12月 10日 (金)木城町総合運動場》

主な内容

農業委員会の紹介      (ペ ージ)

会長挨拶、事務局職員紹介……‥P2
農業委員、農地利用最適化

推進委員の紹介…P3～ 4
農業委員会からのお矢口らせ

農地の相続及び

各委員担当地区について 。……・P5
認定新規就農者・

農業委員会のお仕事紹介……・P6
農業者年金の紹介………・・00…・P7
農地中間管理事業の紹介‥‥‥・P8

農家・就農相談日 |■定1例 1総1会■■■
月 日 時 間 月 日 時 間

R4.2/21

10:00´―

12:00

R4.2/28

9:00-
12:00

(予定 )

3/22 3/28

4/20 4/28

5/20 5/30

6/20 6/28

7/20 7/28

8/22 8/29

9/20 9/28

10/20 10/28

11/21 11/28

※場所は役場別館にて開催していま丸
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」:        農業委員会事務局職員の紹介

事務局長 音 岡 信 明

員 崎 哲 子

深 水 万 里

★全国農業新間のご案内★

橋 茂 義

川 道 彦
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闇 ス 女 ス 雙 当 禾:農業者の公的代表機関である農業委員会系統組織 (全国農業新聞)が発行する週刊の農業総合専門紙です。

となります。お問合せ、購読申し込みは、農業委:毎週金曜日発行

:員会へお気軽にどうぞ l。
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農 業 委 員 0紹 介
令和 2年 7月 20日からの新 しい農業委員のご紹介です。

(委員の任期は、令春□2年 7月 20日から令和 5年 7月 19日 となります。 )

会長 :後藤  ミホ

新型コロナ感染拡大の影響
で、せっか く定着 しつつあっ
た「もちもち体験隊Jの活動
ができなかったことが残念で
す。また、地域でも高齢化が

進み、離農せぎるを得ない方
もい らっしゃるようです。そ
の方々の農地を荒 らすことの
ないよう、担い手へ繋いでい

くお手伝いをさせていただけ
ればと思います。

農地部長 :上川 安博

農業委員を拝命 して 2年が

経過 しよ うとしていますが、

担当地区の農地利用がスムー

ズに進行する様頑張って参 り

ますので、よろしくお願い致

します。

副会長 :久保 一美

地域を回っていますと、遊休
農地が少 しずつ増えていると感
じています。地域農業を支えて
くれている皆様に感謝 していま
す。農地売買 (あ っせん事業)、

貸借、農地中間管理事業などあ
りますので、お気軽に相談 して

ください ll
コロナが収まりましたら個別

に農家を巡 LElし ますので、その

時はよろしくお願いします。

農政部長 :平野 豊文
「頂きます。頂きました。」こ

の言葉を当たり前の様に繰り返
していますが、この言葉の中に

は、私達が生きていくために食
べ物が必要となります。この大

事な食べ物を、日夜汗して生産
していただいております農家の

皆様に、心から感謝申し Lげま

す。今後の皆様の疑間・質問に

対し、正しく解答できる様精一

杯がんばりますので宜しくお願
い致します。農地委員 :西  哲郎

私の担当地区、石河内本村で

は特に高齢化 。後継者不足等、
この先の農業等の継続が,心配さ

れます。担い手、新たな就農者
を探す事が大事 と思われます。

常に情報・農業等に興味のある

人に声をかけ、地元石河内を P
Rしています。Rしています。

■ 農業委員としてはまだまだで
すが、この先も地元のために頑

張 って務めていきたい と思い

ます。

農地委員 :曽我  広
コロナ禍の 1年、先輩委員

に助けられながらの年でした。

農地の取引など後継者に託

す地権者の想い、今後 も農政

の事について学習 していきた

いと思います。

農政委員 :大山 裕カロ
農業委員にな り 1年半にな

りますが、仕事に慣れること

で精一杯で した。今後は、皆
さんに支えられるだけではな

く一戦力 となれるようスキル

アップしていきたいと思いま

す。

皆さんのお役に立てるよう
● 努めて参 りますので、よろし

くお願いします。

順位 氏 名 地区名

優勝 黒 本 泰 三 櫛  野

2位 一  宮  8召  八 岩  戸

3位 上  川 安  博 農業委員

4位 大 橋 健 ― 中  原

5位 中 田  爾 太 郎 平  城

:議会

〉
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(委員の任期は、令和 2年 7月 20日 から令和 5年 7月 19日 まで とな ります。)
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農地利用最適化推進委員の |
音岡です。今回 2期 目となり

ます。担当地区は比木 と岩渕

です。毎月数回の巡回を行い

ながら、農地の現状を確認 し

たり、農家の皆様の相談を受

けたりしています。

今後、高齢化や後継者問題

は深刻になると思います。今

後も農家の皆様の手助けにな

るよう努力したいと思います。―          ―
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地区です。

農家の高齢化 に伴 い、離

農者が多 くな りました。そ

の中で、木城町の基幹産業

である農業を如何 に発展 さ

せ るかを考 えた時、悩みは

深くなるばかりです。    |
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の紹介、賃借料の情報、田

畑売買の推進委員 としての

活動に精力的に頑張ってい

きたいと思います。
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久保 田 博文 農地パ トロールにて見受け

られる遊体農地ですが、一農

家 としてもどうにか改善、活

用で きないか と思 っていま

す。

簡単 な事で はあ りませ ん

が、行政の方 とも話 し合いを

進め、少 しでも遊体農地の減

少に努めたいと思います。
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永友 文法 1年が過ぎてコロナコロ

ナ、不安になったり、少し

安心したり、ニュースや情

報の気になる 1年でした。
皆様 も同じ気持ちで頑張ら
れていたと思います。

推進委員として一歩一歩
進み、少しでも力になれた

らと思っていますので、よ

ろしくお願いします。

農地利用最適化推進委員

として早 1年 を過ぎました。

農業委員会の一員として、

協力を第一 とし皆様に迷惑

をかけないように一生懸命

頑張 りたいと思いますので、

よろしくお願い致 します。
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田村  和之

融

國 岡 伸 二

永 友 正
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築耐 沃晰
鍼

相続等によって農地の権利を取得 した時は、農業委員会への届出

(農地法第3条の3)が必要です。

難咆⑮抵な鐵蠍蝙箋璽蠅翁緞写ゝ 饒謬難鯰嘔鬱魏響響
農地の所有者がお亡 くな りになった際は、相続登記が必要 とな ります。 ところが、相続登記をせずに、そのまま

にしてお くと、その農地は相続人全体の共有 とな ります。その後、相続が繰 り返 されるたびに共有者は増えていき、

その結果、所有者不明農地 【相続未登記農地】 となっていきます。

そのような状態の農地を貸すためには、相続人 (共 有者)を特定 し、過半の方の同意を得 る必要があ りますが、

相続人 (共有者)の探索等が支障 とな り、農地の集積・集約化を阻害する要因 となっています。 また、農地の管理

がなされていない耕作放棄地の発生。更に獣の住処になるなど、周辺農地へ悪影響を与える事 とな ります。

なお、農地の相続などは、法務局 (高鍋出張所023-0352)で 農地の名義変更の手続 きを行って ください。

また、相続な どにより農地を取得 された場合は、農地法により、遅滞な く農業委員会への届出が義務付けられてい

ます。

農業委員会では、 ご希望により、農地の管理についてのご相談や、農地の借 り手や買い

手を探すなどのお手伝いをします。お気軽にお問合せください。

○お問合せ先 :木城町農業委員会 《電話 (0983)32-4738》

木城町農業委員会では、毎月 20日 の午前 10時から正午まで農家・就農相談会

を実施 しています。農地や農業者年金等についての相談やその他農業に関すること

など何でも構いません。お気軽に、農業委員会 (役場別館)へお越 しください。
ただし、 20日 が土 。日・祝目の場合は、その後の開庁日となります。

○農地に関するご相談は、農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局 (032-4738)へ お尋ね ください。

班

人字地区
担 当 者 名 地 区 名  (小字 )

前年筆数

本年筆数

1

(椎木 )

農
業
委
昌

曽我  広
田畑原・陣之内・小並原・佛山・牧之内・影平・下中原・新占場・上中原

ツヒ木窪・野唐 ノ鼻・似 り出口・坪池・赤坂・狐久保・似 り・下ノ谷・赤谷原

南中原・北中原・大戸亀・百合野・溜水

1,255

推
進
委
昌

國岡 伸二 1,251

2
(椎 木 )

農
業
委
員

後藤  ミホ
山宮 。比木・忍原 。大畑・古川・松原・亀ノ木・甲斐下・前田・火除牟田・岩穴口

揚牟田・唐土木・宮ノ牧・権現平・牛牟田・大谷・松下・石日・唐木坪・中島

岩渕・百合名・江河口・荒瀬・池田下・池田北・池田・仁田畑・永田・局田

門田・天神面・柳丸 。大多賀平・星出・萱窪

1,351

推
進
委
員

音岡 定男 1,347

3
(椎木 )

農
業
委
員

平野 豊文
舟橋・浦畑・新田・石原新田・出店 。四日市・油田・立山・小河原・下鶴・重木

久保畑・八反畑・鍋田・月輪・寺山・薬師面・椋下・百田・藤堂田・上卜[|・ 地頭用

一向瀬・鴨牟円 。田畑・杉ノ本・竹下・先達屋敷・木ノ瀬川原・狐薮・向河原

中河原

1,285

推
進
委
員

藤丼 恒美 1,283

4
(高城 )

農
業
委
員

久保 一美
下

下

田

山

城

亀

本

田

神

松

薗

田

薮村下・下鶴河原 。前畑・下鶴

乙王丸・横町・迫ノ内 。東宮田

歩行坂下・宇津木ノ内・桑ノ本

上小坪・下小坪

柳ノ本・河原田・薮・竹ノ本

洗ノ本・井手ノ内 。東雲山

主ノ丸・古畑・寺尾・管谷・平原

1,787

推
進
委
員

田村 禾口之 1,787

5
(高城 )

農
業
委
員

大山 裕加 永山谷・岩戸・諏訪野・

大萩原・堀ノ内・ ド萩原

岸立・高城・町・木寺

永山・外堀・岩戸日・

・駄留・赤城山・山塚

荒神松・鳥居久保・大原・西ヶ原

・仁君谷・仁君谷前田・黒水川
1,774

推
進
委
員

久保田博文 1,769

6
(川 原 )

農
業
委
員

上川 安博 川間・鐙・平田 。小平・櫛野 。今別府・内屋舗・持見・廣谷

荒谷・丸塚・金瀬 。柳水・後鹿倉・宮迫

白木八重・甲崎谷・管谷・上野田 。本村・川原

660
推
進
委
員

永友 文法 659

7
(石河内・

中之又 )

農
業
委
目

西  哲郎
上谷内・ ド谷内・柳谷・楠師・牧ノ原・浜口・

地蔵ノ上 。大原・尾崎 。人久保・倉谷・糸山・

川口・鹿遊・長越・惣田 。大平・城・芋ヶ八重

屋敷原・克木 。中野・板谷・塊所 。弓木

野 崎ゝ・石河内・神ノ前

l「 ヶ八重・鵜懐・春山・中別府

・大戸

723
推
進
委
員

永友  正 717
※ 原則、 2名で巡回し農地の状況等を確認 していただいています。 (1人でもH」 。 ) 8,835

8,813
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農業香員会t応援してL｀ます。

※認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法第 14条の 4第 1

項の規定により、青年等就農計画を作成し、市町村に提出して、

当該計画が適当である旨の認定を受けられた就農者です。

◎小野祐平さん 0‖原地区)に、就農活動を通しての思いや抱負な
どを書いていただきました。
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罐

○農地法や農業経営基盤強化促進法、農地適正化

あっせん事業な どの議案 について審議 します。

〇年 1回の農地利用状況調査や oコ ロナ感染 防止 の為、

随時、担 当区域 内の農地パ ト で の 各 種 研 修 も受 講
ロールを実施 しています。    た。

〇年 に 1回、各 関係 団体 の代表者等 に ご出席頂

き、意見交換な どを行 っています。

3重

` 

°
曇言言[1曇事[[]菫響][
関係者が現地調査を行います。

○この他にも、農家さんからのご相談や苦情等の対応。農家・就農相談会の開催や農業経営改善等対

策会議などの各種会合への出席などがあります。

農業委員会の業務は、『農業委員会等に関する法律』などにより定められています。その活動状況

は、各委員が活動記録簿に記入 し、毎月集計を行っています。また、農業委員会は、その運営の透

明性を確保するために、活動の目標及び計画の点検・評価を総会で諮 り公表する事になっています。

今後とも、農業委員会の活動等にご理解 。ご協力をよろしくお願い致します。

適正な太陽熱消毒・土壌診断に基づき病害虫の被害を抑え(

10a当 りの平均収量 30tを 目標に栽培管理をしていきたいと思いま

丸 胡瓜の本をしっかりこなし、雌花の着花を意識し、本が走らな

いような栽培をして、適切な労働力の確保、又、環境制御を使って

省力化を図り、余裕を持った農業経営を目指しま丸
「サラリーマンJよ り高い生活水準を目標に、たくさんの人に農業

の魅力を知ってもらい、全国の食卓で美味しく食べられる安心・ 安

全な作物を作っていきたいで丸

農地利用状況調査・農地パ トロール

思いをカアナ
'ヽ

:

各種研修を受講

11日 111ロ ヨ
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6つの
ポイント嬌秦に安心

崇業者年

業者年金の

:①農業者の方なら広く加入できます。 :
年間 60日以上農業に従事する 20歳以上 60歳未満の

方で、国民年金第 1号被保険者の方 (国民年金の保険料納付免除者を除く)で
あれば、どなたでも加入できます。 (令和 4年 5月 ～60歳以 L65歳未満の方も加入できます)

②少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。

自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型

ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。毎年度の積立・運用の状況は

農業者年金基金から全ての加入者に個人ごとにお知らせします。これまでの運用実績は制度発足

以降、令和元年度までの 18年間の平均運用利回りで年 255%と なっています。

③保険料は自由に決めることができます。

保険料は月額 2万円～ 6万 7千円の間で、千円単位で自由に決められ、経営状況や家計の状

況に応じていつでも見直せます。 (35歳未満の方は、月額 1万円から加入できます)

④終身年金です。

(80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります。)

年金は終身受給できます。加入者や受給者が 80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月

から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、

死亡一時金としてご遺族に支給されます。

⑤税制面の優遇措置があります。

保険料は全額が社会保険控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。

死亡一時金は非課税です。農業者年金基金が保険料を運用して得られる収益 (保険料の運用益)

も非課税です。

⑥保険料の国庫補助があります。(若いほど有利

月額 2万円の保険料の支払いが難しい場合は、保険料の国庫補助の仕組みがあります。国庫

補助を受けるには認定農業者で青色申告者等の一定の要件が必要です。



(8)

農地 中間管理機構が

あなたの大事な農地 をお預か

りし、農地を必要 としている

機構また Iま 市町村・農業委員会・農業協

同組合等の相談窓日で農用地等の貸付

について相談してください。(随時 )

「貸付希望農用地等登録申請書」を市町

村農政担当課に提出します。

機構が借り受けられる農用地等かの判

断を行い、借受が決定したら貸付期間、

賃料等の条件を協議します。

協議が整つたら、農業経営基盤強化促

進法等に基づき農地の貸借契約の手続

きを行います。

= 
額 液

宮崎県知事が指定する公的な機関です。安心 して農地を預けて ください :

受け手のメリット

⑪ まと無 た轟地を機鬱られるので、=スト極議や規篠

拡大な機 改善につなが,泰亀

⑬ 複数,断書者と0やりとりや賃料黄紙tヽは、機構彙
基本化さ,転事務労力や手数料が継議されま亀

③ 比綾的長く農地を借摯ることができ、針画的に鸞農

できま税

③ 要絆を轟たせば、基盤整鎧や機械導入などの結難

穣議やL鵞金の議用権おぃて饉選掛置がありま幌

◎ 正式む機tl贈鸞驚 1こよる管睡・翻諧由算で警察t

応募した方の氏名、応募内容を整理し、

農地中FHl管 理機構のホームページで公

表します。

市町村 農ヽ業委員会・JA等と協力して、
ご希望に沿つた農地を紹介し、貸し出し

の協議を行います。

協議が整ったら、農地中間管理事業の

推進に関する法律に基づき農地の貸借

契約の手続きを行います。

く囀苺饉臓闘圏圏
‐
1

JF≧】グ言
の方へお貸しします!

出し手のメリット

囲地中間箇囃覇鞭圏圃⑪済リッ獅
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令和 4年 2月発行

農地を借りたい人は

機構が行う「借受希望者の募集Jに応募

してください。募集は、原則年間を通して

行います。

宮崎県農業振興公社 (直通)

00985‐ 78‐ 0210
木城町産業振興課

032-4739
木城町農業委員会

032-4738
」A児湯木城支所

032‐ 2311

木城町農業委員会だより 第 37号

③ 機構は県鋳 した74軍劇麟爾ないで費電漱織亀

② 賃摘料結機構が菫拡うので安心・機薬です
"

③ 契鋳嬢轟終了後、議地は必ず遷却されま鶴 また、

契鏡菫新も可議で幌

⑪ 藩書を満た機輩象 鶴力会0交付や固定策量魏め鍵滅

が受けられま魏

⑬ 錮続菰 瞳挙機の機畿猶警が経続購 への饉け醸

必爾》されます。また、議業者奪金の経営継承に

該もしま亀

l④ l■■■貸借契約
|の締結■|■■■■‐


